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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導波路領域（４）を有する半導体ボディ（１０）を備えた端面発光型半導体レーザであ
って、
－　前記導波路領域（４）が、第１の導波路層（２Ａ）と、第２の導波路層（２Ｂ）と、
前記第１の導波路層（２Ａ）と前記第２の導波路層（２Ｂ）との間に配置されておりレー
ザ放射（１７）を生成する活性層（３）と、を備えており、
－　前記導波路領域（４）が、第１のクラッド層（１Ａ）と、前記半導体ボディ（１０）
の成長方向において前記導波路領域（４）の下流に配置されている第２のクラッド層（１
Ｂ）と、の間に配置されており、
－　前記活性層（３）によって放出される前記レーザ放射（１７）の横モードを選択する
ための位相構造（６）が、前記半導体ボディ（１０）に形成されており、前記位相構造（
６）が、前記半導体ボディ（１０）の上面（５）から前記第２のクラッド層（１Ｂ）の中
に延在する少なくとも１つの切り欠き部（７）、を備えており、
　前記レーザ放射（１７）は、前記端面発光型半導体レーザにおいてレーザ共振器を形成
する側面（１６）間を伝搬するとき、前記半導体ボディ（１０）の主領域から前記位相構
造（６）に入り、
－　前記第２のクラッド層（１Ｂ）の半導体材料とは異なる半導体材料からなる少なくと
も１層の第１の中間層（１１）が、前記第２のクラッド層（１Ｂ）に埋め込まれており、
－　前記切り欠き部（７）の少なくとも一部分が前記半導体ボディ（１０）の前記上面（
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５）から前記第１の中間層（１１）の中まで延在しており、
　前記第２のクラッド層（１Ｂ）に第２の中間層（１２）が埋め込まれており、前記切り
欠き部（７）の少なくとも一部分が前記第２の中間層（１２）の中まで延在しており、
　前記切り欠き部（７）が、少なくとも１つの第１の部分において前記第１の中間層（１
１）の中まで延在しており、少なくとも１つの第２の部分において前記第２の中間層（１
２）の中まで延在しており、前記切り欠き部（７）が、前記レーザ放射（１７）が前記半
導体ボディ（１０）の主領域から前記位相構造（６）に入るときに生じうる結合損失が減
少するように、前記側面（１６）間を伝搬する前記レーザ放射（１７）の伝搬方向と平行
に前記第１の部分と前記第２の部分の間で空間的に変化している深さを有する、
　端面発光型半導体レーザ。
【請求項２】
　前記中間層（１１）の前記半導体材料が、前記第２のクラッド層（１Ｂ）に含まれてい
ないＩＩＩ族またはＶ族の少なくとも１種類の元素を含んでいる、
　請求項１に記載の端面発光型半導体レーザ。
【請求項３】
　前記第２のクラッド層（１Ｂ）が、ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ（０≦ｘ≦１）を含んでおり
、前記中間層（１１）が、ＩｎもしくはＰまたはその両方を含んでいる、
　請求項１または請求項２のいずれかに記載の端面発光型半導体レーザ。
【請求項４】
　前記中間層（１１）が、１０ｎｍ～１００ｎｍの範囲内（両端値を含む）の厚さを有す
る、
　請求項１から請求項３のいずれかに記載の端面発光型半導体レーザ。
【請求項５】
　前記第２のクラッド層（１Ｂ）が、前記導波路領域（４）に隣接している第１の部分層
（１Ｃ）と、前記第１の部分層（１Ｃ）に隣接している第２の部分層（１Ｄ）とを含んで
おり、前記第１の部分層（１Ｃ）が前記第２の部分層（１Ｄ）よりも高い屈折率を有する
、
　請求項１から請求項４のいずれかに記載の端面発光型半導体レーザ。
【請求項６】
　前記少なくとも１層の中間層（１１，１２）が、前記第２のクラッド層（１Ｂ）の前記
第１の部分層（１Ｃ）に埋め込まれている、
　請求項５に記載の端面発光型半導体レーザ。
【請求項７】
　前記位相構造（６）の少なくとも一部分にカバー層（１５）が設けられている、
　請求項１から請求項６のいずれかに記載の端面発光型半導体レーザ。
【請求項８】
　前記カバー層（１５）が、酸化ケイ素、窒化ケイ素、酸窒化ケイ素、酸化アルミニウム
、セレン化亜鉛、ゲルマニウム、またはベンゾシクロブテンを含んでいる、
　請求項７に記載の端面発光型半導体レーザ。
【請求項９】
　前記半導体ボディ（１０）に少なくとも１つのコンタクト帯状片（８）が形成されてい
る、
　請求項１から請求項８のいずれかに記載の端面発光型半導体レーザ。
【請求項１０】
　前記コンタクト帯状片（８）が、１０μｍ～５００μｍの範囲内（両端値を含む）の幅
ｂを有する、
　請求項９に記載の端面発光型半導体レーザ。
【請求項１１】
　複数のコンタクト帯状片（８）を備えている、
　請求項９または請求項１０に記載の端面発光型半導体レーザ。
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【請求項１２】
　前記コンタクト帯状片（８）が距離ｄおよび幅ｂを有し、
　０．０１≦ｂ／ｄ≦０．５が成り立つ、
　請求項１１に記載の端面発光型半導体レーザ。
【請求項１３】
　動作時、７８０ｎｍ～１５００ｎｍの範囲内の波長を有する、赤外スペクトル領域のレ
ーザ放射（１７）、を放出する、
　請求項１から請求項１２のいずれかに記載の端面発光型半導体レーザ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端面発光型半導体レーザであって、横モードを選択するための位相構造領域
を備えた端面発光型半導体レーザに関する。
【背景技術】
【０００２】
　高出力用の端面発光型半導体レーザは、通常ではブロードストライプレーザ（broad st
ripe laser）として具体化され、活性領域は例えば１００μｍ以上の幅を有することがで
きる。このタイプの半導体レーザの場合、活性領域の横方向範囲が比較的大きいため、一
般には多数の横モードが発振を開始しうる。端面発光型半導体レーザのマルチモード動作
では、特に、放出されたレーザ光を下流の光学素子（例えば光導波路）に結合することが
難しくなる。
【０００３】
　高次横モードを抑制する目的で、特に、横基本モードでの動作を得る目的で、特許文献
１には、端面発光型半導体レーザの導波路に位相構造（phase structure）を形成する方
法が開示されている。位相構造は、その実効屈折率が、横方向に隣接する半導体ボディの
領域の実効屈折率とは異なる半導体ボディの領域であり、半導体レーザの横基本モードよ
りも高次レーザモードにおいてレーザ共振器中で大きな循環損失（circulation loss）が
発生するように具体化されている。端面発光型半導体レーザにおける位相構造は、例えば
、半導体ボディの表面から半導体ボディの中の第２のクラッド層（second cladding laye
r）、あるいは導波路領域に達するようにエッチングされた構造によって、形成すること
ができる。この構造は、高次レーザモードよりも横基本モードの損失が小さくなり、横基
本モードのレーザ発振の増幅が促進されるように、例えばシミュレーションによって最適
化することができる。
【０００４】
　可視スペクトル領域で発光する半導体レーザにおける、それ自体公知である位相構造は
、赤外スペクトル領域で発光する半導体レーザでは、簡単に使用することができない。な
ぜなら、赤外スペクトル領域の半導体レーザの場合、可視スペクトル領域の半導体レーザ
よりもレーザ放射が高い割合で導波路領域に集中し、クラッド層に入射する割合が低いた
めである。さらには、赤外スペクトル領域の半導体レーザの場合、波長が比較的長いため
クラッド層が比較的厚い。この理由により、第２のクラッド層におけるエッチング深さが
小さい位相構造は、効果が極めて小さい。その一方で、導波路領域の近傍までエッチング
が行われる場合、位相構造の効果はエッチングの深さによって大きく異なる。したがって
、赤外スペクトル領域の半導体レーザにおける位相構造を実現するためには、比較的深い
エッチング構造を半導体ボディに形成し、かつ深さを極めて正確に設定する必要がある。
しかしながら、これらの要件の両方を同時に満たすことは難しい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開第０１／９７３４９号
【発明の概要】
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【０００６】
　したがって、本発明の目的は、特に、赤外スペクトル領域の半導体レーザの場合にも位
相構造を実現できるように、位相構造の形成工程が単純化される半導体積層体を備えた端
面発光型半導体レーザを開示することである。
【０００７】
　この目的は、独立請求項１の特徴を備えた端面発光型半導体レーザによって達成される
。従属請求項は、本発明の有利な構造形態および発展形態に関する。
【０００８】
　本発明の少なくとも一実施形態によると、端面発光型半導体レーザは、導波路領域を備
えた半導体ボディを含んでおり、導波路領域は、第１の導波路層と、第２の導波路層と、
これら第１の導波路層と第２の導波路層との間に配置されておりレーザ放射を生成する役
割を果たす活性層と、を備えている。半導体レーザの動作時、半導体ボディの活性層にお
いて電磁放射が生成されて増幅される。活性層は、一例として、１つまたは複数の量子井
戸、量子細線、または量子ドットを備えている。
【０００９】
　導波路領域は、第１のクラッド層と、半導体ボディの成長方向において導波路領域の下
流に配置されている第２のクラッド層、との間に配置されている。第１のクラッド層およ
び第２のクラッド層は、導波路層よりも小さい屈折率を有することが有利である。導波路
領域の屈折率とクラッド層の屈折率とが異なることによって、モードプロファイルが導波
路領域に高い割合で集中する。しかしながら、レーザモードは少なくともわずかにクラッ
ド層に入射する。
【００１０】
　半導体ボディには、活性層によって放出されるレーザ放射の横モードを選択するための
位相構造が形成されていることが有利であり、この位相構造は、半導体ボディの表面から
第２のクラッド層の中に延在する少なくとも１つの切り欠き部を備えている。位相構造は
、レーザ放射の横基本モードの損失が、高次レーザモードの損失よりも小さいように具体
化されていることが好ましい。位相構造によって、導波路領域を伝搬するレーザ放射に循
環損失が生じるが、この構造化された領域は、横基本モードよりも高次レーザモードが大
きく減衰するように具体化されている。このようにすることで、特に、半導体レーザの動
作時、１つまたは数個の好ましいレーザモード、好ましくは横基本モードのみが発振する
ようにすることができる。
【００１１】
　レーザ放射の高次のモードが抑制され、好ましくは横基本モードのみが発振を開始する
ことによって、端面発光型半導体レーザの高いビーム品質が得られる。特に、横基本モー
ドのビームプロファイルは、光学素子によってビーム整形を行う場合、特に、光ファイバ
に高い効率で結合する目的に適している。
【００１２】
　少なくとも一実施形態によると、第２のクラッド層の半導体材料とは異なる半導体材料
からなる少なくとも１層の中間層が、第２のクラッド層に埋め込まれている。位相構造を
形成している少なくとも１つの切り欠き部の少なくとも一部分が、半導体ボディの上面か
ら中間層の中まで延在している。
【００１３】
　半導体ボディに１つまたは複数の切り欠き部を形成することによって位相構造を設ける
ステップは、特に、第２のクラッド層の一部分を除去するエッチング工程によって行うこ
とができる。エッチング工程は、湿式化学エッチング工程または乾式エッチング工程とす
ることができる。第２のクラッド層に埋め込まれている中間層は、所望のエッチング深さ
を得るためのインジケータ層として有利に機能し、このようにすることで、所定の深さを
有する切り欠き部を目標の深さで再現可能に形成することが容易になる。半導体ボディ、
特に第２のクラッド層の湿式化学エッチング時に、第２のクラッド層に埋め込まれた中間
層をエッチング停止層として使用することができる。この場合、使用するエッチング溶液
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に対して第２のクラッド層よりもエッチング速度が小さい半導体材料を、中間層として使
用する。
【００１４】
　半導体ボディに１つまたは複数の切り欠き部を形成する目的に乾式エッチング工程（例
えばプラズマエッチング）を使用する場合には、エッチング工程中にプロセスチャンバ内
でプラズマの発光を監視することによって、中間層に達したことを推測し、その位置でエ
ッチング工程を停止させることが可能である。この場合、特に均一かつ設定されたエッチ
ング深さを得る目的で、プラズマエッチング工程における中間層のエッチング速度が第２
のクラッド層よりも低いことが有利である。
【００１５】
　好ましい一実施形態においては、中間層の半導体材料は、第２のクラッド層に含まれて
いない、周期系のＩＩＩ族またはＶ族の少なくとも１種類の元素、を含んだＩＩＩ－Ｖ族
半導体材料である。第２のクラッド層は、ＩＩＩ－Ｖ族半導体材料、例えば特に、Ａｌｘ

Ｇａ１－ｘＡｓ（０≦ｘ≦１、好ましくは０＜ｘ＜１）を含んでいることが好ましい。第
２のクラッド層の半導体材料は、Ａｌ、Ｇａ、およびＡｓ以外には、１種類または複数種
類のドーパントまたは不純物を除いて、さらなる主成分を含んでいないことが好ましい。
中間層は、ＩｎもしくはＰまたはその両方を含んだ半導体材料を含んでいることが好まし
い。
【００１６】
　少なくとも１層の中間層の半導体材料は、周囲の半導体層に格子整合するように選択さ
れることが好ましい。さらには、中間層の導電型に関連するバンド端（すなわち活性領域
のｐ側の価電子帯およびｎ側の伝導帯）が、周囲の第２のクラッド層に実質的に合致する
ならば有利である。
【００１７】
　好ましい一実施形態によると、中間層は、１０ｎｍ～１００ｎｍの範囲内（両端値を含
む）の厚さを有する。特に好ましくは、中間層の厚さは２０ｎｍ～５０ｎｍの範囲内（両
端値を含む）である。このような小さい厚さの場合、中間層は、半導体ボディの中を伝搬
するレーザモードに対してわずかに影響するのみである。したがって、中間層には、屈折
率が周囲の第２のクラッド層の屈折率と必ずしも同程度ではない半導体材料を使用するこ
とも可能であり、これは有利である。
【００１８】
　さらなる好ましい実施形態によると、第２のクラッド層に少なくとも１層のさらなる中
間層が埋め込まれており、切り欠き部の少なくとも一部分がこの第２の中間層の中まで延
在している。第２の中間層は、半導体ボディの表面を基準としたとき、第１の中間層とは
異なる深さに配置されている。第２の中間層は、第１の中間層がインジケータ層として機
能する対象の第１のエッチング深さとは異なる第２のエッチング深さを得るためのインジ
ケータ層として、有利に機能する。したがって、第２のクラッド層は、少なくとも一部分
において第１の中間層の中まで除去されており、かつ少なくともさらなる一部分において
第２の中間層の中まで除去されていることが好ましい。
【００１９】
　好ましい一構造形態においては、切り欠き部は、その少なくとも１つの第１の部分にお
いて第１の中間層の中まで延在しており、少なくとも１つの第２の部分において第２の中
間層の中まで延在している。この場合、切り欠き部の深さは、第１の部分と第２の部分の
間で空間的に変化している（spatially varying）。少なくとも１つの切り欠き部の深さ
、したがって第２のクラッド層の厚さは、第１の部分と第２の部分の間で、例えば、連続
的に、好ましくは線形的に、増大または減少していることができる。これに代えて、切り
欠き部の深さは、複数の段において階段状に増大または減少していることもできる。切り
欠き部の深さが空間的に変化している結果として、位相構造の屈折率と半導体ボディの主
領域の屈折率の急激な変化が緩和される。このようにすることで、レーザ放射が半導体ボ
ディの主領域から位相構造領域に入るときに生じうる結合損失が減少し、その結果として
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半導体レーザの効率が向上し、これは有利である。
【００２０】
　さらなる有利な構造形態においては、第２のクラッド層は、導波路領域に隣接している
第１の部分層と、第１の部分層に隣接している第２の部分層とを含んでおり、第１の部分
層は第２の部分層よりも高い屈折率を有する。この場合、第２のクラッド層に埋め込まれ
ている少なくとも１層の中間層は、クラッド層の第１の部分層または第２の部分層とはみ
なされない。したがって、第２のクラッド層が２つの部分層からなる場合、少なくとも１
層の中間層は第１の部分層または第２の部分層に埋め込まれている。
【００２１】
　少なくとも１層の中間層は、第２のクラッド層の第１の部分層に埋め込まれていること
が好ましい。第２のクラッド層の第１の部分層は、第２の導波路層の屈折率と、第２のク
ラッド層の第２の部分層の屈折率との間の範囲内の屈折率を有する。したがって、第２の
導波路層から、その下流の第２のクラッド層の第１の部分層と、第２のクラッド層の第２
の部分層まで、少なくとも１層の埋め込まれた中間層を除いて、屈折率が段階的に減少し
ている。このようにすることで、第２の導波路層から第２のクラッド層への屈折率の変化
を、第２の部分層の屈折率を有する第２のクラッド層が第２の導波路層に直接隣接してい
る場合よりも小さくすることができる。
【００２２】
　第２のクラッド層の第１の部分層が、第２の導波路層の屈折率と、第２のクラッド層の
第２の部分層の屈折率との間の範囲内の屈折率を有することによって、第２の導波路層の
屈折率から第２のクラッド層の第２の部分層の屈折率に急激に変化する場合よりも、レー
ザ放射のより大きな割合が、少なくとも第２のクラッド層の第１の部分層に入射する。こ
のようにすることで、第２のクラッド層に比較的大きく重なる横モードに対する位相構造
の効果が増大し、これは有利である。これにより、特に、比較的厚い第２のクラッド層を
備えた半導体レーザ、特に、赤外スペクトル領域で発光する半導体レーザにおいて、位相
構造の使用が有効になる。
【００２３】
　さらに、第２のクラッド層が３層以上の部分層を備えていることも可能である。特に、
第２のクラッド層は、第２の導波路層から半導体ボディの成長方向に屈折率が段階的に減
少する複数の部分層を備えていることができる。あるいは、第２のクラッド層が屈折率勾
配を有することもでき、この場合、屈折率が成長方向に連続的に減少する。
【００２４】
　さらには、半導体ボディの成長方向において導波路領域の下に配置されている第１のク
ラッド層が、２層以上の部分層からなることも可能である。一例として、第１のクラッド
層は、第１の導波路層に隣接しており第１の導波路層よりも低い屈折率を有する第１の部
分層と、この第１の部分層よりも低い屈折率を有する第２の部分層と、を含んでいること
ができる。したがって、第１の導波路層から第１のクラッド層の第２の部分層の方向に屈
折率が段階的に減少している。
【００２５】
　さらなる有利な構造形態においては、位相構造にカバー層が設けられている。位相構造
を形成している切り欠き部が、カバー層の材料によって、例えば完全に、または部分的に
、満たされている。特に、位相構造の切り欠き部をカバー層によって完全に平坦にするこ
とも可能である。
【００２６】
　カバー層は、特に、パッシベーション層とすることができ、パッシベーション層は、例
えば、酸化ケイ素、窒化ケイ素、酸窒化ケイ素、酸化アルミニウム、セレン化亜鉛、ゲル
マニウム、またはベンゾシクロブテン（ＢＣＢ）を含んでいることができる。カバー層は
、第２のクラッド層の屈折率よりも低い屈折率を有することが好ましい。カバー層の屈折
率が、空気の屈折率と、第２のクラッド層の半導体材料の屈折率との間であることによっ
て、空気のみによって満たされている切り欠き部と比較して、切り欠き部の界面における
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屈折率の変化が小さくなる。このようにすることで、切り欠き部の界面における結合損失
が減少する。
【００２７】
　しかしながら、これに代えて、半導体材料よりも高い屈折率を有するカバー層を、位相
構造に設けることも可能である。この場合、カバー層は、例えばゲルマニウムを含んでい
ることができる。
【００２８】
　有利な一構造形態においては、半導体レーザの表面に少なくとも１つのコンタクト帯状
片（contact strip）が形成されている。コンタクト帯状片は、半導体ボディの上面に配
置されていることが好ましい。コンタクト帯状片は、それを介して半導体ボディに電流を
印加できる電極とすることができる。この電極は、例えば帯状のメタライゼーションとし
て、半導体ボディの上面に形成することができる。さらには、半導体ボディの上面のパッ
シベーション層における帯状の開口部（perforation）によって、コンタクト帯状片を画
成することも可能である。このパッシベーション層に、大領域方式で（in large-area fa
shion）金属層を形成することができる。この場合、開口部の領域のみにおいて金属層が
半導体ボディと接触している。
【００２９】
　印加された電流によって、半導体ボディの活性層において電磁放射が生成される。した
がって、この端面発光型半導体レーザは、電気的に励起される半導体レーザである。
【００３０】
　電磁放射は、コンタクト帯状片の下方の活性領域において生成される。したがって、半
導体レーザの発光領域は、この位置にある。半導体レーザが、半導体ボディの上面に複数
のコンタクト帯状片を備えている場合、コンタクト帯状片それぞれの下方でレーザ放射が
生成される。この場合、半導体レーザは複数の発光領域を備えており、その数は、上面に
おけるコンタクト帯状片の数に一致する。少なくとも１つのコンタクト帯状片は、活性領
域において生成される電磁放射の主ビーム方向に沿って延在していることが好ましい。コ
ンタクト帯状片の主延在方向は、そのコンタクト帯状片に割り当てられているエミッタの
主ビーム方向に平行である。一例として、コンタクト帯状片は、半導体ボディにおいて生
成される電磁放射の主ビーム方向に沿って、均一な幅の帯状片として延在している。
【００３１】
　端面発光型半導体レーザの少なくとも１つのコンタクト帯状片は、１０μｍ～５００μ
ｍの範囲内（両端値を含む）の幅を有することが有利である。したがって、この端面発光
型半導体レーザは、特に、いわゆるブロードストライプレーザである。
【００３２】
　好ましい一実施形態においては、端面発光型半導体レーザは、その表面に複数のコンタ
クト帯状片を備えている。複数のコンタクト帯状片は、半導体ボディの表面上に互いに平
行に配置されていることが好ましく、互いに同じ距離間隔で配置されていることが有利で
ある。この場合、端面発光型半導体レーザは、いわゆるレーザバーである。
【００３３】
　半導体レーザのコンタクト帯状片は、距離ｄおよび幅ｂを有し、０．０１≦ｂ／ｄ≦０
．５が成り立つことが好ましい。したがってこの場合、コンタクト帯状片の間の距離は、
コンタクト帯状片の幅の少なくとも２倍である。このタイプの半導体レーザの場合、互い
に間隔をおいて放出されるレーザビームを１本または複数の光ファイバに結合できるよう
にする目的で、位相構造によって、横基本モードでの動作と小さいビームダイバージェン
ス（広がり）（beam divergence）を得ることが特に有利である。一例として、レーザシ
ステムは、本明細書に記載されている端面発光型半導体レーザと、少なくとも１本の光フ
ァイバとを備えていることができ、半導体レーザが１本または複数のレーザビームを放出
し、このレーザビームが、半導体レーザと光ファイバとの間に配置されている１つまたは
複数の光学素子によって光ファイバに結合される。
【００３４】
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　本半導体レーザは、特に、赤外スペクトル領域で発光する半導体レーザとすることがで
きる。本半導体レーザは、７８０ｎｍ～１５００ｎｍの範囲内の発光波長を有することが
好ましい。
【００３５】
　以下では、本発明について、例示的な実施形態に基づいて図１～図５を参照しながらさ
らに詳しく説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１Ａ】端面発光型半導体レーザの例示的な実施形態の概略的な断面図を示している。
【図１Ｂ】図１Ａに示した例示的な実施形態の概略的な平面図を示している。
【図２Ａ】端面発光型半導体レーザのさらなる例示的な実施形態の概略的な断面図を示し
ている。
【図２Ｂ】図２Ａに示した例示的な実施形態の概略的な平面図を示している。
【図３Ａ】端面発光型半導体レーザのさらなる例示的な実施形態の概略的な断面図を示し
ている。
【図３Ｂ】図３Ａに示した例示的な実施形態の概略的な平面図を示している。
【図４】端面発光型半導体レーザのさらなる例示的な実施形態の概略的な平面図を示して
いる。
【図５】端面発光型半導体レーザのさらなる例示的な実施形態の場合の、半導体ボディに
おける垂直方向ｚの屈折率ｎのプロファイルをグラフとして示している。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　図面において、同じ構成要素、または機能が同じである構成要素には、同じ参照記号を
付してある。図示した構成要素と、構成要素の互いの大きさの関係は、必ずしも正しい縮
尺ではないことを理解されたい。
【００３８】
　図１Ａおよび図１Ｂは、端面発光型半導体レーザの第１の例示的な実施形態を示してい
る。図１Ａは、図１Ｂに示した平面図における線Ａ－Ｂに沿った断面図を示している。
【００３９】
　端面発光型半導体レーザは、導波路領域４を含んだ半導体ボディ１０を備えている。導
波路領域４は、第１の導波路層２Ａおよび第２の導波路層２Ｂを備えており、これらの層
の間には、レーザ放射を生成する活性層３が配置されている。
【００４０】
　端面発光型半導体レーザの活性層３は、特に、単一量子井戸構造または多重量子井戸構
造とすることができる。
【００４１】
　間に活性層３が埋め込まれている導波路層２Ａ，２Ｂは、導波路領域４を形成している
。この導波路領域４は、半導体ボディ１０の成長方向において導波路領域４の下流に配置
された第２のクラッド層１Ｂと、第１のクラッド層１Ａとの間に配置されている。第１の
クラッド層１Ａは、活性層３を基準としたとき、半導体ボディ１０のうち基板１３の側に
配置されており、第２のクラッド層１Ｂは、半導体ボディ１０のうち基板１３とは反対側
に配置されている。
【００４２】
　半導体ボディ１０の基板１３と第１のクラッド層１Ａとの間に、１層または複数のさら
なる層（例えばバッファ層１４）を配置することができる。端面発光型半導体レーザとの
電気的接続は、例えば、半導体ボディ１０の上面５における第１の電気コンタクト層８と
、基板１３の裏面における第２の電気コンタクト層９とによって、形成される。第２のク
ラッド層１Ｂと第１の電気コンタクト層８との間に、１層または複数のさらなる半導体層
（図示していない）を配置することができる。
【００４３】
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　クラッド層１Ａ，１Ｂは、導波路層２Ａ，２Ｂよりも低い屈折率を有することが有利で
あり、この結果として、横方向に伝搬するレーザ放射が実質的に導波路領域４の中を伝わ
る。しかしながら、導波路層２Ａ，２Ｂとクラッド層１Ａ，１Ｂとの屈折率の差が有限で
あるため、レーザモードの少なくとも一部分はクラッド層１Ａ，１Ｂの中にも伝搬する。
したがって、クラッド層１Ａ，１Ｂの特性を変えることによって、導波路領域４を伝搬す
るレーザモードを調整することが可能である。
【００４４】
　半導体ボディ１０は、第２のクラッド層１Ｂに形成された位相構造６を備えている。位
相構造６は、半導体ボディ１０の上面５から第２のクラッド層１Ｂの中に延在する２つの
切り欠き部７を備えている。位相構造６は、第２のクラッド層１Ｂのうち第１のコンタク
ト層８によって覆われていない領域に位置している。しかしながらこれに代えて、位相構
造６の少なくとも一部分を第１のコンタクト層８の下に配置することも可能である。
【００４５】
　位相構造６によって、レーザモードの伝搬を所望の状態に調整することができ、この場
合、特に、半導体ボディの側面の間に配置されているレーザ共振器における循環損失が、
半導体レーザの横基本モードよりも高次横モードにおいて大きくなるようにすることがで
きる。したがって、位相構造６を適切に具体化することによって、特に、１つまたは複数
の好ましいモード、特に横基本モードのみにおいて、半導体レーザを動作させることが可
能である。さらには、位相構造６によって、横基本モードのビームプロファイルを整形す
ることも可能になる。特に、横基本モードの放射のビームダイバージェンスを小さくする
ことができる。このことは、半導体レーザによって放出される放射が光ファイバに結合さ
れる用途の場合に、特に有利である。
【００４６】
　横モードスペクトルの所望の調整が達成されるように位相構造６の３次元構造を計算す
る方法自体については、特許文献１から公知であり、この点に関するこの文書の開示内容
は参照によって本文書に組み込まれている。位相構造６は、低次横モード、特に、半導体
レーザの横基本モードよりも、高次横モードにおいて、側面１６によって形成されるレー
ザ共振器中で大きな循環損失が発生するように、パラメータとして半導体積層体の材料、
幾何学的寸法、および放出される放射の波長を考慮して、事前に計算することができる。
第２のクラッド層１Ｂの平面における、半導体レーザの側面１６と第２のクラッド層１Ｂ
の切り欠き部７（位相構造６を形成している）との間の距離は、一例として、図１Ｂの平
面図に示したように波状を想定することができる。
【００４７】
　半導体ボディの上面５から第２のクラッド層１Ｂの中に延在する切り欠き部７は、半導
体ボディ１０におけるエッチング工程によって形成されることが有利である。この場合、
横モードプロファイルに対する所望の効果を得る目的で、比較的深い切り欠き部７を半導
体ボディ１０にエッチングする必要がある。特に、赤外スペクトル領域で発光する半導体
レーザであって、レーザモードが高い割合で導波路領域４に集中する、もしくは第２のク
ラッド層１Ｂが比較的厚い、またはその両方を特徴とする半導体レーザの場合、導波路領
域４の近傍に達する深さの切り欠き部７を半導体ボディ１０にエッチングする必要がある
。この場合、所望のエッチング深さは、できる限り正確に達成しなければならず、かつ容
易に再現可能でなければならない。
【００４８】
　第２のクラッド層１Ｂにおける切り欠き部７を正確かつ再現可能に形成する目的で、第
２のクラッド層１Ｂの半導体材料とは異なる半導体材料からなる中間層１１が、第２のク
ラッド層１Ｂに埋め込まれていることが有利である。中間層１１は、化学組成に関して第
２のクラッド層１Ｂとは異なり、特に、第２のクラッド層１Ｂに含まれていない、周期系
のＩＩＩ族またはＶ族の材料を含んでいる。第２のクラッド層１Ｂは、特に、ＡｌｘＧａ

１－ｘＡｓ（０＜ｘ＜１）からなる層とすることができる。この場合、中間層１１は、Ａ
ｌ、Ｇａ、Ａｓ以外のＩＩＩ族またはＶ族の材料を含んでいるＩＩＩ－Ｖ族半導体材料か
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ら形成されていることが有利である。好ましくは、中間層１１は、ＩｎまたはＰを含んで
いる。一例として、中間層１１の材料は、ＩｎＧａＰ、ＩｎＧａＡｓ、またはＩｎＧａＡ
ｌＰを含んでいることができる。この場合、第２のクラッド層１Ｂは、ＩｎおよびＰのい
ずれも含んでいないことが好ましい。
【００４９】
　エッチング工程時、中間層１１は、所望のエッチング深さを得るためのインジケータ層
として機能することが有利である。したがって、第２のクラッド層１Ｂを成長させるとき
、位相構造６の切り欠き部７の望ましい深さにおいて、第２のクラッド層１Ｂに中間層１
１を組み込む。エッチングは、湿式化学エッチング工程または乾式エッチング工程によっ
て行うことができ、あるいは湿式化学エッチング工程および乾式エッチング工程の組合せ
を使用することもできる。特に、湿式化学エッチング工程の場合、中間層１１はエッチン
グ停止層として機能することができ、この場合、中間層１１の材料よりも第２のクラッド
層１Ｂの材料に対してエッチング速度が大きいエッチング溶液を使用する。乾式エッチン
グ工程時には、所望のエッチング深さを得るためのインジケータとして、第２のクラッド
層に含まれていない中間層１１の元素を検出することが有利である。したがって、エッチ
ング工程時、中間層１１のみに含まれている化学元素の存在を検出することのできる測定
装置を使用する。一例として、プラズマエッチング工程時には、エッチング中にプロセス
チャンバ内のプラズマの発光を監視することによって元素を検出することができ、したが
って、中間層１１に達したことを確認することができる。したがって、その位置を目標深
さとしてエッチング工程を停止させることができる。
【００５０】
　切り欠き部７は、少なくとも中間層１１の中まで延在している。好ましくは、切り欠き
部７の端部が中間層１１の中に存在する。しかしながら、切り欠き部７が、半導体ボディ
１０の中で中間層１１をわずかに超えることも可能である。特に、中間層１１が比較的薄
く、中間層に含まれている特徴的な元素が検出されてから少なくともわずかな時間遅延の
後にエッチング工程が停止される場合、このような形態になりうる。
【００５１】
　中間層１１は、第２のクラッド層１Ｂと比較して極めて薄い層を使用することが好まし
い。中間層１１の厚さは、好ましくは１０ｎｍ～１００ｎｍの範囲内、特に好ましくは２
０ｎｍ～５０ｎｍの範囲内である。対照的に、第２のクラッド層１Ｂは、例えば１μｍ以
上の厚さを有することができる。中間層１１の厚さが小さいことにより、レーザモードの
伝搬に対する中間層１１の影響はわずかである。したがって、屈折率に関して第２のクラ
ッド層１Ｂの材料とは異なる材料を中間層１１に使用することが可能である。
【００５２】
　位相構造６には、少なくとも一部分にカバー層１５を設けることができる。一例として
、図１Ａに示したように、切り欠き部７の側面および底領域をカバー層１５によって覆う
ことができる。これに代えて、切り欠き部７を部分的または完全にカバー層１５によって
満たすことも可能である。カバー層１５は、電気絶縁性材料、例えば、酸化ケイ素、窒化
ケイ素、酸窒化ケイ素、またはベンゾシクロブテン（ＢＣＢ）を含んでいることが好まし
い。
【００５３】
　半導体ボディ１０の第１のコンタクト層８は、コンタクト帯状片として具体化されてい
ることが好ましい。コンタクト帯状片８は、その長手方向が半導体レーザの側面１６に垂
直であるように延在しており、レーザ放射を生成するための電流が半導体ボディ１０に印
加される領域を画成している。図１Ｂに示したように、位相構造６は、例えば半導体ボデ
ィ１０の側面１６の近傍の縁部領域に形成することができ、この場合、コンタクト帯状片
８は位相構造６の間に位置している。しかしながら、コンタクト帯状片８を位相構造６の
上に延在させることも可能である。これは特に、切り欠き部７がカバー層１５によって満
たされている場合である。図１Ａおよび図１Ｂとは異なる形態として、位相構造が半導体
レーザの側面１６まで延在していることもできる。
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【００５４】
　コンタクト帯状片８は、半導体ボディ１０の上面５における帯状のメタライゼーション
とすることができる。しかしながらこれに代えて、コンタクト帯状片８を画成するための
開口部を有するパッシベーション層を、半導体ボディの上面５に設けることも可能である
（図示していない）。この場合、例えば大領域方式でメタライゼーション（例えば金層）
によってパッシベーション層を覆うことができ、半導体ボディ１０との接触は、コンタク
ト帯状片８を画成している開口部の領域のみに形成される。
【００５５】
　コンタクト帯状片８は、１０μｍ～５００μｍの範囲内の幅を有することが好ましい。
したがって、この端面発光型半導体レーザは、特に、ブロードストライプレーザとするこ
とができる。
【００５６】
　図２Ｂは、端面発光型半導体レーザの第２の例示的な実施形態を平面図として示してお
り、図２Ａは、この平面図における線Ｃ－Ｄに沿った断面図として示している。第１の例
示的な実施形態と異なる点として、第２のクラッド層１Ｂが第１の部分層１Ｃと第２の部
分層１Ｄとからなる。第１の部分層１Ｃは導波路領域４に隣接しており、第２の部分層１
Ｄは第１の部分層１Ｃの上に配置されている。この実施形態においては、第２のクラッド
層１Ｂの第１の部分層１Ｃは、第２の部分層１Ｄよりも高い屈折率を有する。したがって
、第２の部分層１Ｃの屈折率は、第２の導波路層２Ｂの屈折率と第２の部分層１Ｄの屈折
率との間の範囲内である。
【００５７】
　第２のクラッド層１Ｂの第１の部分層１Ｃが、第２の導波路層２Ａの屈折率と第２のク
ラッド層１Ｂの第２の部分層１Ｄの屈折率との間の範囲内の屈折率を有することによって
、第２の導波路層２Ａの屈折率から第２のクラッド層１Ｂの第２の部分層１Ｄの屈折率に
急激に変化する場合よりも、レーザ放射のより大きな割合が、少なくとも第２のクラッド
層１Ｂの第１の部分層１Ｃに入射する。このようにすることで、第２のクラッド層１Ｂに
比較的大きく重なる横モードに対する位相構造の効果が増大し、これは有利である。これ
により、特に、比較的厚い第２のクラッド層１Ｂを備えた半導体レーザ、特に、赤外スペ
クトル領域で発光する半導体レーザにおける、位相構造の使用が有効になる。
【００５８】
　中間層１１は、第１の例示的な実施形態の場合と同様に、位相構造６の切り欠き部７を
、設定された深さに形成するための役割を果たし、第２のクラッド層１Ｂの第１の部分層
１Ｃに配置されていることが好ましい。このようにすることで、導波路領域４に隣接する
第１の部分層１Ｃに達する切り欠き部７を形成することが可能である。しかしながら、こ
れに代えて、中間層１１を第２の部分層１Ｄに埋め込む、または第１の部分層１Ｃと第２
の部分層１Ｄとの間に配置することも考えられる。
【００５９】
　それ以外の機能および有利な構造に関して、第２の例示的な実施形態は、第１の例示的
な実施形態と同じである。
【００６０】
　図３Ｂは、端面発光型半導体レーザの第３の例示的な実施形態を平面図として示してお
り、図３Ａは、この平面図における線Ｅ－Ｆに沿った断面図として示している。この実施
形態の場合、第１の中間層１１に加えて、第２の中間層１２が第２のクラッド層１Ｂに埋
め込まれている。この第２の中間層１２は、その機能および有利な構造に関して、第１の
例示的な実施形態に関連して説明した第１の中間層１１と同じである。第２の中間層１２
は、第１の中間層１１と同様に、１０ｎｍ～１００ｎｍの範囲内の厚さ、好ましくは２０
ｎｍ～５０ｎｍの範囲内の厚さを有し、第１のクラッド層の半導体材料とは異なる半導体
材料からなり、第２のクラッド層１Ｂに含まれていないＩＩＩ族またはＶ族の少なくとも
１種類の元素を含んでいることが有利である。
【００６１】
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　第２のクラッド層１Ｂにさらなる第２の中間層１２を埋め込むことによって、第２のク
ラッド層１Ｂの中の深さが空間的に変化する位相構造６を容易に形成することができる。
図３Ａの断面図に示した例示的な実施形態においては、切り欠き部７は、その側面７１が
第２の中間層１２を貫いており、その底領域７３が第１の中間層１１に達している。切り
欠き部７は、その側面７１と底領域７３との間に傾斜側面７２を有する。傾斜側面７２の
領域では、切り欠き部７の深さが連続的に、特に線形に変化している。
【００６２】
　このタイプの切り欠き部７は、例えば次のように形成することができる。最初に、第２
のクラッド層１Ｂの中の第１の中間層１１より上に配置されている第２の中間層１２に達
するまで、第１のエッチング工程を適用し、この第１のエッチング工程によって、傾斜角
度の大きい、好ましくは垂直な側面７１を形成する。その後、第２のエッチング工程を第
２の中間層１２まで続けることによって、傾斜側面７２を形成する。特に、第１のエッチ
ング工程として湿式化学エッチング工程を使用することができ、第２のエッチング工程と
して乾式エッチング工程を使用することができる。あるいは、別のバリエーションとして
、例えば異なるエッチング溶液を使用しての２回の連続する湿式化学エッチング工程、ま
たは２回の連続する乾式エッチング工程も考えられる。
【００６３】
　このようにすることで、位相構造６と半導体ボディ１０の残りの領域との屈折率の差が
、切り欠き部の深さが一定である場合よりも小さくなるように、位相構造６を形成するこ
とが可能であり、これは有利である。これにより、レーザ放射が半導体ボディ１０の主領
域から位相構造６に入るときに生じうる結合損失が減少し、その結果として半導体レーザ
の効率が向上し、これは有利である。
【００６４】
　それ以外の機能および有利な構造に関して、第３の例示的な実施形態は、第１の例示的
な実施形態と同じである。
【００６５】
　図４に平面図として概略的に示した例示的な実施形態の場合には、端面発光型半導体レ
ーザは、半導体ボディ１０の上面５に複数のコンタクト帯状片８を備えたレーザバーであ
る。コンタクト帯状片８は、その長手方向が半導体レーザの側面１６に垂直であるように
互いに平行に延在している。コンタクト帯状片８は、例えば、半導体ボディ１０の位相構
造６および側面１６の間に配置されている。半導体ボディ１０およびそこに含まれている
位相構造６は、上述した例示的な実施形態の場合と同様に具体化することができ、したが
ってここではこれ以上詳しく説明しない。
【００６６】
　複数のコンタクト帯状片８によって、半導体レーザの活性層を電気的に励起する電流が
半導体ボディ１０に印加される。したがって、このレーザバーの活性層は、それぞれがコ
ンタクト帯状片８の下方に配置されている複数の発光領域を備えている。図示した例示的
な実施形態においては、コンタクト帯状片８および発光領域の数は５である。
【００６７】
　コンタクト帯状片８それぞれは、同じ幅ｂと、同じ相互距離ｄを有することが好ましい
。コンタクト帯状片８の幅ｂは、例えば１０μｍ～５００μｍの範囲内とすることができ
る。コンタクト帯状片の中心間の距離ｄについては、０．０１≦ｂ／ｄ≦０．５が成り立
つことが好ましい。例えば、コンタクト帯状片の幅が１００μｍである場合、距離ｄは少
なくとも２００μｍである。コンタクト帯状片８の幅ｂと距離ｄのこのような比を有する
レーザバーは、放出された複数のレーザビーム１７を光ファイバ１８に結合するうえで特
に適している。１つまたは複数の光学素子１９，２０によって、レーザビーム１７を光フ
ァイバ１８に結合することができる。一例として、第１の光学素子１９をマイクロレンズ
のアレイとすることができ、各発光領域に、それぞれのレーザビーム１７のビーム整形を
行うマイクロレンズが割り当てられる。複数のビームを、例えばさらなる光学素子（例：
レンズ２０）によって集めて、光ファイバ１８に結合することができる。
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【００６８】
　半導体レーザからの放射が光ファイバ１８に結合されるこのような用途の場合、位相構
造６が設けられた半導体ボディ１０が特に適しており、なぜなら位相構造６によって、垂
直ビーム方向および水平ビーム方向の両方において小さいビームダイバージェンスを得る
ことができるためである。したがって、比較的単純な光学素子１９，２０、例えば、複雑
な非球面光学素子の代わりに球面レンズを使用することが可能であり、場合によっては、
光学素子１９，２０の一方または両方を省くことも可能である。
【００６９】
　図５は、端面発光型半導体レーザのさらなる例示的な実施形態における、半導体ボディ
の上面から基板の方向の空間座標ｚに沿った屈折率ｎのプロファイルを概略的に示してい
る。
【００７０】
　この端面発光型半導体レーザは、第１のクラッド層１Ａと、第２のクラッド層１Ｂと、
これらの層の間に配置されている導波路領域４とを備えている。導波路領域４は、活性層
３（量子井戸層である）と、第１の導波路層２Ａおよび第２の導波路層２Ｂとを備えてい
る。
【００７１】
　屈折率の階段状のプロファイルから認識できるように、導波路層２Ａ，２Ｂおよびクラ
ッド層１Ａ，１Ｂは、それぞれ複数の部分層からなる。一例として、第１のクラッド層１
Ａは２層の部分層を備えており、第１の導波路層２Ａは３層の部分層を備えており、第２
の導波路層２Ｂは２層の部分層を備えている。第２のクラッド層１Ｂは３層の部分層１Ｃ
，１Ｄ，１Ｅを備えている。導波路層およびクラッド層の部分層において、屈折率ｎは、
半導体ボディの上面から活性層に向かって段階的に増加しており、活性層３から基板の方
向に段階的に減少している。
【００７２】
　第２のクラッド層１Ｂには２層の中間層１１，１２が埋め込まれており、これらの中間
層は、第２のクラッド層１Ｂの部分層１Ｃ，１Ｄ，１Ｅに含まれていないＩＩＩ族または
Ｖ族の少なくと１種類の元素を含んだ半導体材料からなる。一例として、第２のクラッド
層１Ｂの部分層１Ｃ，１Ｄ，１Ｅは、ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ（０＜ｘ＜１）を含んでいる
ことができ、中間層１１，１２は、ＩｎもしくはＰまたはその両方を含む半導体材料（例
えばＩｎＧａＡｓ、ＩｎＧａＰ、またはＩｎＧａＡｓＰ）を含んでいる。
【００７３】
　中間層１１，１２は、含まれている化学元素が異なるため、第２のクラッド層１Ｂの部
分層とはみなされない。それに対して、第２のクラッド層１Ｂの部分層１Ｃ，１Ｄ，１Ｅ
は、構成成分が同じである（ただし異なる濃度で存在することができる）。したがって、
第２のクラッド層１Ｂの部分層１Ｃ，１Ｄ，１Ｅは、例えば、ＡｌｘＧａ１－ｘＡｓ（０
＜ｘ＜１）を含んでいることができ、これらの部分層はアルミニウム含有量ｘが異なる。
特に、アルミニウム含有量は、第２のクラッド層１Ｂの上面から活性層３の方向に減少し
ていくことができ、したがって屈折率はこの方向に部分層ごとに増大していく。
【００７４】
　第１の中間層１１は、第２のクラッド層１Ｂの第１の部分層１Ｃに埋め込まれている。
第２の中間層１２は、第１の部分層１Ｃと第２の部分層１Ｄとの間に配置されている。図
３Ａおよび図３Ｂに関連して上述したように、第２のクラッド層１Ｂに埋め込まれている
２層の中間層１１，１２によって、深さの変化している切り欠き部を備えた位相構造の形
成工程が単純化される。
【００７５】
　端面発光型半導体レーザ、特に赤外半導体レーザにおいて位相構造を使用する場合、第
２の導波路層２Ｂを第１の導波路層２Ａよりも薄くすることが有利であることがさらに判
明した。第２の導波路層２Ｂは、第１の導波路層２Ａの厚さの好ましくは１／２のみ、特
に好ましくは１／５のみ、場合によっては１／１０のみの厚さを有する。
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【００７６】
　ここまで、本発明について例示的な実施形態に基づいて説明してきたが、本発明はこれ
らの実施形態に限定されない。本発明は、任意の新規の特徴および特徴の任意の組合せを
包含しており、特に、請求項における特徴の任意の組合せを含んでいる。これらの特徴ま
たは特徴の組合せは、それ自体が請求項あるいは例示的な実施形態に明示的に記載されて
いない場合であっても、本発明に含まれる。
【００７７】
　本特許出願は、独国特許出願第１０２００９０５１３４８．５号および独国特許出願第
１０２００９０５６３８７．３号の優先権を主張し、これらの文書の開示内容は参照によ
って本出願に組み込まれている。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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